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特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
及
び
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
の
廃
止
に
関

す
る
質
問
主
意
書 

一 

二
〇
一
九
年
十
二
月
二
十
五
日
、
衆
議
院
議
員
の
あ
き
も
と
司
氏
が
収
賄
罪
及
び
証
人
等
買
収
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。 

 
 

一
連
の
汚
職
事
件
が
世
間
に
明
る
み
に
な
っ
た
後
に
行
わ
れ
た
、
二
〇
二
〇
年
二
月
十
六
日
の
共
同
通
信
社
の
世
論
調
査

に
よ
れ
ば
、
カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
施
設
（
Ｉ
Ｒ
）
整
備
を
見
直
す
べ
き
だ
と
の
回
答
が
七
十
七
・
五
％
に
達
し

て
お
り
、
多
く
の
国
民
も
カ
ジ
ノ
整
備
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
民
意
を
政
府

と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
所
見
を
伺
い
た
い
。 

二 

「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
「
Ｉ
Ｒ
推
進
法
」
と
い
う
。
）
及
び
「
特
定
複
合

観
光
施
設
区
域
整
備
法
」(

以
下
「
Ｉ
Ｒ
整
備
法
」
と
い
う
。)

は
、
立
法
プ
ロ
セ
ス
に
大
き
な
疑
義
が
持
た
れ
て
い
る
。 

 
 

国
会
で
は
重
要
法
案
の
審
議
時
間
は
百
時
間
超
、
一
般
的
な
法
案
で
も
三
十
時
間
程
度
は
審
議
さ
れ
る
の
が
慣
例
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
六
年
十
二
月
二
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
で
は
、
賭
博
罪
に
触
れ
る
カ
ジ

ノ
の
合
法
化
に
つ
な
が
る
重
要
法
案
で
あ
る
Ｉ
Ｒ
推
進
法
が
わ
ず
か
五
時
間
三
十
三
分
の
審
議
で
強
行
採
決
さ
れ
た
。
こ
の

審
議
を
委
員
長
と
し
て
取
り
仕
切
っ
た
の
が
、
あ
き
も
と
司
氏
で
あ
る
。 



 

２ 

 

 
 

そ
の
後
、
あ
き
も
と
氏
は
Ｉ
Ｒ
担
当
の
副
大
臣
に
任
命
さ
れ
、
Ｉ
Ｒ
整
備
法
策
定
の
総
合
調
整
に
当
た
り
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
、
Ｉ
Ｒ
整
備
法
は
二
〇
一
八
年
に
わ
ず
か
十
九
時
間
四
十
三
分
の
審
議
で
強
行
採
決
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
、
参
議

院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
Ｉ
Ｒ
整
備
法
に
付
さ
れ
た
附
帯
決
議
に
は
、
政
府
は
、
「
海
外
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
が
民
間
事
業
者

に
選
定
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
し
た
働
き
か
け
に
対
し
、
収
賄
等
の
不
正
行
為
を
防
止
し
、
選
定
の
公
正
性
・
透
明
性
を
確
保

す
る
こ
と
」
と
い
う
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
附
帯
決
議
に
反
す
る
形
で
、
あ
き
も
と
司
氏
の

不
当
な
関
与
が
疑
わ
れ
て
い
る
以
上
、
法
律
を
見
直
す
こ
と
は
、
民
主
主
義
国
家
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
ま
ず
Ｉ
Ｒ
推
進
法
及
び
Ｉ
Ｒ
整
備
法
を
廃
止
し
、
白
紙
に
戻
し
た
上
で
、
カ
ジ
ノ
政
策
よ
り
も
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
専
念
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
如
何
か
。
政
府
の
所
見
を
伺
い
た
い
。 

三 

コ
ロ
ナ
禍
の
現
下
に
お
い
て
、
日
本
政
府
観
光
局
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
本
年
四
月
か
ら
十
月
ま
で
の
訪
日
外
客
数
が
、
そ

れ
ぞ
れ
前
年
同
月
比
で
約
九
十
九
％
減
少
し
て
い
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
国
家
の
予
算
や
人
員
な
ど
の
リ
ソ
ー
ス

を
カ
ジ
ノ
政
策
に
使
う
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
優
先
的
に
進
め
る
べ
き
事
業
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考

え
る
が
如
何
か
。
政
府
の
見
解
を
伺
い
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


